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Ⅰ はじめに
平成27年6月30日、経済財政諮問会議での諮問・

答申を経て、「経済財政運営と改革の基本方針2015～

経済再生なくして財政健全化なし～」（以下、「骨太方

針」という。）が閣議決定された。骨太方針は小泉内閣

時代の2001年に初めて策定され、その後民主党政権

時代の2009年～2012年を除いて毎年策定されている。

取りまとめにあたっては、経済財政諮問会議において

関係大臣・有識者議員の間で活発な議論を重ねつつ、

官邸、関係府省や与党とも膨大な時間をかけて調整が

行われた。本年度の骨太方針の目玉は、第3章にて経

済と財政双方の一体的な再生を目指す「経済・財政再

生計画」を定めた点である。本稿では、その第3章を中

心に骨太方針の概要を紹介したい。

Ⅱ 骨太方針の基本的考え方
第1章では、日本経済の現状と課題、並びに東日本

大震災からの復興について述べている。我が国の経済

は、マクロ面・ミクロ面双方からみてもおよそ四半世

紀ぶりの良好な状況を達成しつつある。この好機を逃

すことなく、成長戦略を拡充・加速すること等により、

中長期的に実質2％、名目3％程度を上回る経済成長の

実現を目指す。

一方で、債務残高がGDPの2倍程度に膨らむなど厳

しい財政状況にあり、経済再生とともに財政を健全化

することが我が国の重要課題である。経済と財政は相

互に密接に関連しているため、経済再生と財政健全化、

いずれかのみを考えるのではうまくいかない。サブタ

イトル「～経済再生なくして財政健全化なし～」にあ

るように、両者の関係を踏まえ、経済再生が財政健全

化を促し、財政健全化の進展が経済再生の一段の進展

に寄与するという好循環を目指すという点が、今般の

骨太方針の基本的考え方である。

Ⅲ 経済再生に向けた取組
第2章は、我が国経済を成長軌道に乗せていくため

のいわば基本設計を提示している。ここでは、①我が

国の潜在力の強化と未来社会を見据えた改革、②女性

活躍、教育再生をはじめとする多様な人材力の発揮、

③まち・ひと・しごとの創生と地域の好循環を支える

地域の活性化、④安心・安全な暮らしと持続可能な経

済社会の基盤確保について、政府の取組の基本方針が

掲げられている。

Ⅳ   財政健全化に向けた取組 
～「経済・財政再生計画」～
本年度の骨太方針の目玉が第3章に定められた「経

済・財政再生計画」である。本計画の基本的な考え方

は以下のとおり。

①	「経済再生なくして財政健全化なし」を基本方

針とし、今後5年間（2016～2020年度）を対

象期間とする。「デフレ脱却・経済再生」、「歳

出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を一体的

に推進。

②	 歳出改革は、「公的サービスの産業化」、「イン

センティブ改革」、「公共サービスのイノベー

ション」に取り組む。公共サービスの質や水

準を低下させることなく、経済への下押し圧

力を抑えつつ公的支出を抑制。

③	 歳入面では、経済環境を整える中で、消費税

率の10％への引上げを平成29年4月に実施。

安定的な経済成長を持続させる「経済構造の

高度化、高付加価値化」を進めること等を通

じて新たな歳入増を実現。

目標とその達成シナリオ、改革工程は以下のとおり。

①	「経済・財政一体改革」を推進することによ

り、経済再生を進めるとともに、2020年度の

財政健全化目標１を堅持。具体的には、2020年

経済財政政策部局の動き：政策の動き

「経済財政運営と改革の 
基本方針2015」について

政策統括官（経済財政運営担当）付
参事官（経済対策・金融担当）付

鈴木　政貴

原稿 no. ③

1	 国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2020年度までに黒字化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すこと（当面の財政健全化に
向けた取組等について─中期財政計画（平成25年8月8日閣議了解））をいう。
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	 度の国・地方の基礎的財政収支（プライマリ

ー・バランス。以下「PB」という。）黒字化を

実現することとし、そのため、PB赤字対GDP

比を縮小。債務残高の対GDP比を中長期的に

着実に引下げ。

②	 当初3年間（2016～18年度）を「集中改革期

間」と位置づけ、集中的に取り組む。専門調査

会を設置し、速やかに改革工程、KPIを具体

化するとともに、改革の進捗管理、点検、評価

を行う。

③	 計画の中間時点（2018年度）において、目標

に向けた進捗状況を評価。改革努力のメルク

マールとして、2018年度のPB赤字の対GDP

比▲1％程度を目安。

④	 国の一般歳出については、安倍内閣のこれま

での取組を基調として、社会保障の高齢化に

よる増加分を除き、人口減少や賃金・物価動

向等を踏まえつつ、増加を前提とせず歳出改

革に取り組む。社会保障関係費については、

高齢化要因も考慮し、安倍内閣におけるこれ

までの増加ペースを踏まえつつ、消費税率引

上げに伴う充実を図る。ただし、各年度の歳

出については、一律でなく柔軟に対応する。

地方においても、国の取組と基調を合わせ取

り組む。

⑤	 これらの目安2に照らし、歳出改革、歳入改革

等の進捗状況を評価し、必要な場合は、歳出、

歳入の追加措置等を検討。

⑥	 2017年4月の消費税率10％への引上げに向け

ては、その円滑な実施に必要となる経済環境

を整えるため、必要に応じ機動的に対応。

ここで注目すべきは、固定的な歳出上限を設けず、

安倍内閣での3年間の歳出抑制の実績と今後の経済・

物価動向の双方を踏まえ柔軟に対応するとしたことで

ある。例えば2006年度の骨太方針では、5年間で少な

くとも11.4兆円以上を削減するという目標を掲げて

いたが、本年度の骨太方針では、あくまで「目安」と

し、具体的な削減目標は掲げていない。

確かに、一律的な歳出抑制策は短期的には効果があ

るかもしれないが、その時々の経済・物価動向が十分

に踏まえられない可能性があるほか、歳出の内容につ

いて抜本的な見直しが行われず歳出構造改革が進みに

くいこと、また単純な歳出抑制では国民の意識改革に

は結びつかず、歳出抑制が結局長続きしないことなど

の懸念がある。それよりも、本計画の3つのアプロー

チとして掲げた「公的サービスの産業化」「インセンテ

ィブ改革」「公共サービスのイノベーション」を通じ

て、広く国民・企業の意識、行動を変えて、公共サー

ビスの質や水準を低下させることなく、経済への下押

し圧力をおさえつつ公的支出を抑制することを目指し

たほうが中長期的に大きな効果が期待される。

第3章ではこのほか、改革の重点分野である社会保

障と地方行財政改革・分野横断的取組を含め、主要分

野毎の改革の基本方針と重要課題を示している。

また第4章では、本計画に沿って当面の経済財政運

営を行っていくこと、及び28年度の予算編成に当た

り、各府省の予算に、上記の3アプローチをはじめと

する計画の基本的考え方に則った歳出改革を反映する

こととしている。

Ⅴ おわりに
本基本方針の取組の成果を実現するためには、政府

はもとより、広く国民、企業、自治体等が自ら意欲を

持って改革に参画することが不可欠である。そのため

にも、本基本方針を早急に具体化し、実行していくこ

とが重要であるのはいうまでもない。今後、「経済・財

政再生計画」を着実に実行するため設置された専門調

査会や、地方の歳出改革の優先事例を全国に横展開す

るための政府横断的な仕組み（プラットフォーム）に

おける議論も活発化していく。年後半の経済財政政策

の動きから目が離せない。

鈴木　政貴（すずき　まさたか）

2	 国の一般歳出の水準の目安については、安倍内閣のこれまでの3年間の取組では一般歳出の総額の実質的な増加が1.6兆円程度となっていること、経済・
物価動向等を踏まえ、その基調を2018年度まで継続させていくこととする。地方の歳出水準については、国の一般歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団
体をはじめ地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額について、2018年度までにおいて、2015年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質
的に同水準を確保する。
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